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小田原市地域防災計画改正案 新旧対照表 

全編共通 

頁 改正後 改正前 

 

 

食料 

 

食糧 
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第１編 地震災害対策計画 

第１章 地震災害対策の計画的な推進 

 第２節 市の自然的、社会的条件 

頁 改正後 改正前 

地震 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 自然的条件 

１ 位置 

 市は、県の西部に位置し、東京から南西約 80ｋｍの距離にあり

ます。市域は、東西 17.5ｋｍ、南北 16.9ｋｍ、面積 113.81ｋｍ

で、南西部には真鶴町・湯河原町・箱根町に、北部は南足柄市・

開成町・大井町に、東部は中井町・二宮町にそれぞれ接し、南部

は相模湾に面しています。 

 

表           （略） 

 

２～３         （略） 

 

４ 地質・地盤 

 市の地質は、大きくは西部の山地と東部の丘陵及び足柄平野の

3つで異なります。  

南西部の箱根山地は、北から、明神岳熔岩によって構成されて

おり、早川の南部には、輝石安山岩類の堅石熔岩と根府川熔岩が

広く分布し板状節理をなしています。箱根外輪山山麓台地は表面

を、富士山から噴出した火山灰の赤土が数 mから数 10mの厚さで

覆っており、これにより畑作に好適な地味肥沃な土地を提供して

第１ 自然的条件 

１ 位置 

 市は、県の西部に位置し、東京から南西約 80ｋｍの距離にあり

ます。市域は、東西 17.5ｋｍ、南北 16.9ｋｍ、面積 114.06ｋｍ

で、南西部には真鶴町・湯河原町・箱根町に、北部は南足柄市・

開成町・大井町に、東部は中井町・二宮町にそれぞれ接し、南部

は相模湾に面しています。 

 

表            （略） 

 

２～３          （略） 

 

４ 地質・地盤 

 市の地質は、大きくは西部の山地と東部の丘陵及び足柄平野の

3つで異なります。  

南西部の箱根山地は、北から、明神岳熔岩によって構成されて

おり、早川の南部には、輝石安山岩類の堅石熔岩と根府川熔岩が

広く分布し板状節理をなしています。箱根外輪山山麓台地は表面

を、富士山から噴出した火山灰の赤土が数 mから数 10mの厚さで

覆っており、これにより畑作に好適な地味肥沃な土地を提供して
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頁 改正後 改正前 

地震 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

います。箱根火山は再三の火山活動によってできたもので、山体

を構成する岩石も一様ではなく、斜面には浸食による放射状の谷

が発達しています。  

市東部は、大磯丘陵（地塊）の西南部にあたります。大磯丘陵

は主に、表層の関東ローム層、その下の粘土・砂礫からなる洪積

層で構成されており、さらに下層は岩盤となっています。丘陵地

はみかんを主とする樹園地が形成され、国府津－松田断層帯を境

にして、市中央部の平野地である足柄平野と接しています。  

 

（略） 

 

 

 

います。箱根火山は再三の火山活動によってできたもので、山体

を構成する岩石も一様ではなく、斜面には浸食による放射状の谷

が発達しています。  

市東部は、大磯丘陵（地塊）の西南部にあたります。大磯丘陵

は主に、表層の関東ローム層、その下の粘土・砂礫からなる洪積

層で構成されており、さらに下層は岩盤となっています。丘陵地

はみかんを主とする樹園地が形成され、神縄・国府津－松田断層

帯を境にして、市中央部の平野地である足柄平野と接していま

す。  

（略） 
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第１章 地震災害対策の計画的な推進 

 第３節 地震被害の想定 

頁 改正後 改正前 

地震 1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市の地震被害の想定は、県が実施した地震被害想定調査の結

果に従うものとします。  

県では、平成25年度から26年度にかけて、県域において切迫

性が高いと指摘される「東海地震」、「神奈川県西部地震」等

を対象とした地震被害想定調査を実施しています。  

この地震被害想定結果について、「神奈川県地震被害想定調

査報告書（平成27年3月）」から抜粋して示します。  

（略） 

 

 

第１ 想定地震 

（１）想定条件 

（略） 

（２）想定地震 

 県の地震被害想定調査で想定した地震は次のとおりです。 

表 想定地震の一覧 

想定地震 説 明 

都心南部直下地震 

 首都圏付近のフィリピン海プレート内で、都

心南部の直下を震源とするモーメントマグニチ

ュード 7.3 の地震です。県内全域が「首都直下

地震対策特別措置法」の首都直下地震緊急対策

区域に指定されています。 

市の地震被害の想定は、県が実施した地震被害想定調査の結果に

従うものとします。  

県では、平成19年度から20年度にかけて、県域において切迫性が

高いと指摘される「東海地震」、「神奈川県西部地震」さらに「神

縄・国府津－松田断層帯の地震」等を対象とした地震被害想定調査

を実施しています。  

この地震被害想定結果について、「神奈川県地震被害想定調査報

告書（平成21年3月）」から抜粋して示します。  

（略） 

 

第１ 想定地震 

（１）想定条件 

（略） 

（２）想定地震 

県の地震被害想定調査で想定した地震は次のとおりです。 

表 想定地震の一覧 

想定地震 説 明 

三浦半島断層群の地震 

 同断層群を震源域とするマグニチュード 7.2

の地震です。国の地震調査研究推進本部の長期

評価では、国内の主な活断層の中で、今後 30

年以内に地震が発生する可能性が高いグループ

に属するとされています。 
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頁 改正後 改正前 

地震 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三浦半島断層群の地震 

 同断層群を震源域とするモーメントマグニチ

ュード 7.0 の活断層型の地震です。国の地震調

査研究推進本部の長期評価では、国内の主な活

断層の中で、今後 30年以内に地震が発生する可

能性が高いグループに属するとされています。 

神奈川県西部地震 

 県西部を震源域とするモーメントマグニチュ

ード 6.7 の地震です。固有の地震活動かどうか

明確ではありませんが、歴史的に繰り返し発生

していることが知られているため、発生の切迫

性が指摘されている地震です。 

東海地震 

駿河トラフを震源域とするモーメントマグニ

チュード 8.0 クラスの地震で、国の地震防災戦

略の対象とされている地震です。大規模地震対

策特別措置法で地震発生の予知が可能とされて

いる地震であり、その切迫性が指摘されていま

す。市は、東海地震の地震防災対策強化地域に

指定されています。 

南海トラフ地震 

南海トラフを震源域とするモーメントマグニ

チュード 9.0 クラスの地震です。本市は「南海

トラフ地震防災対策推進地域及び南海トラフ地

震津波避難対策特別強化地域」に指定されてい

ます。 

大正型関東地震 

相模トラフを震源域とするモーメントマグニ

チュード 8.2 の地震です。平均発生間隔は 200

年から 400年です。30年以内の発生確率はほぼ

0 から 5%です。今後 100年から 200年先には発

生の可能性が含まれています。 

（参考）元禄型関東

地震 

相模トラフから房総半島東側を震源域とする

モーメントマグニチュード 8.5の地震です。「首

都直下地震対策専門委員会」では、平均発生間

隔は 2,300年程度であり、今後 100年以内に発

生する確率はほとんどないとして検討の対象外

神奈川県西部地震 

 県西部を震源域とするマグニチュード 7 クラ

スの地震です。固有の地震活動かどうか明確で

はありませんが、歴史的に繰り返し発生してい

ることが知られているため、発生の切迫性が指

摘されている地震です。 

東海地震 

駿河トラフを震源域とするマグニチュード 8

クラスの地震で、国の地震防災戦略の対象とさ

れている地震です。大規模地震対策特別措置法

で地震発生の予知が可能とされている地震であ

り、その切迫性が指摘されています。（市は、東

海地震の地震防災対策強化地域に指定されてい

ます。） 

（参考）南海トラフ

地震 

フィリピン海プレートとアムールプレートと

の南海トラフ沿いで発生するマグニチュード 9

の地震です。本市は「南海トラフ地震防災対策

推進地域及び南海トラフ地震津波避難対策特別

強化地域」に指定されています。 

（参考）元禄型関東

地震 

相模トラフ沿いのプレート境界で発生し、房

総半島南沖から南東沖にまで震源断層が広がっ

ているマグニチュード 8.1の地震です。「首都直

下地震対策専門委員会」では、平均発生間隔は

2,300 年程度であり、今後 100 年以内に発生す

る確率はほとんどないとして検討の対象外とし

ていますが、歴史記録にある既往の最大津波を

発生させた地震です。 

南関東地震 

相模トラフを震源域とするマグニチュード

7.9 の地震です。1923 年の大正型関東地震の再

来型で、今後 100年から 200年先には地震の発

生の可能性が高いとされています。 
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頁 改正後 改正前 

地震 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

としていますが、歴史記録にある既往の最大津

波を発生させた地震です。 

 

（参考）相模トラフ

沿いの最大クラスの

地震 

元禄型関東地震の震源域に加え関東北部まで

を震源域とするモーメントマグニチュード 8.7

の地震です。国が想定する、あらゆる可能性を

考慮した相模トラフ沿いの最大クラスの地震で

す。 

（参考）慶長型地震 

南海トラフ沖と相模トラフ沿いを繋ぐ断層を

想定し、そこで想定したモーメントマグニチュ

ード 8.5の正断層型の地震です。 

（参考）明応型地震 

南海トラフから銭洲海嶺に伸びるフィリピン

海プレート内の断層を設定し、そこで想定した

モーメントマグニチュード 8.4 の逆断層型の地

震です。 

（参考）元禄型関東

地震と国府津―松田

断層帯の連動地震 

相模トラフで発生する海溝型と国府津―松田

断層帯の地震が連動発生するモーメントマグニ

チュード 8.3の地震です。 

 

 

 

 

 

 

神縄・国府津-松田断

層帯の地震 

同断層帯とその海域延長部を震源域とするマ

グニチュード 7.5 クラスの地震です。国の調査

研究推進本部の長期評価では、国内の主な活断

層の中で、今後 30年内に地震が発生する可能性

が高いグループに属するとされています。 

東京湾北部地震 

国の地震防災戦略の対象とされている地震

で、中央防災会議の「首都直下地震対策専門調

査会」では、首都圏付近のフィリピン海プレー

トと北米プレート境界の地震について、近い将

来に発生の可能性が高いとされています・ 

神奈川県東部地震 

県庁直下を震源域とするマグニチュード 7 ク

ラスの地震です。地震発生の可能性が学術的に

想定されている地震ではありませんが、危機管

理的視点から南関東地域で発生するマグニチュ

ード 7クラスの地震の 1タイプとして想定した

地震です。 

（参考）首都直下地

震 

首都及びその周辺地域で発生するマグニチュ

ード 7及び 8クラスの地震です。本市の被害が

想定される地震は、南関東地震、神縄・国府津-

松田断層帯の地震、三浦半島断層群の地震、東

京湾北部地震、神奈川県東部地震及び相模トラ

フ沿いに発生する巨大地震などが含まれます。

本市は、「首都直下地震緊急対策区域」に指定さ

れています。 
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頁 改正後 改正前 

地震 1-10 
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頁 改正後 改正前 

地震 1-10 
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頁 改正後 改正前 

地震 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 想定結果 

 県の地震被害想定調査の結果から市内の被害を抜粋し、次に

示します。 

表 市内の被害想定調査結果一覧 

 

※ ＊＝わずか（0.5以上 10未満）、0＝0.5未満 

(参考）元禄型関東地震と国府津－松田断層帯の連動地震、慶  

第２ 想定結果 

 県の地震被害想定調査の結果から市内の被害を抜粋し、次に示し

ます。 

表 市内の被害想定調査結果一覧 
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頁 改正後 改正前 

地震 1-11 

 

 

 

地震 1-12 

 

 

 

長型地震、明応型地震については津波想定のみ 

 

出典：神奈川県地震被害想定調査報告書，平成 27年 3月 

 

第３ 津波による被害想定結果 

１ 津波による被害 

 県の地震被害想定調査結果から津波による被害を抜粋し、次

に示します。 

表 市内の津波による被害 

 

出典：神奈川県地震被害想定調査報告書，平成 27年 3月 

 

 

 

 

 

第３ 津波による被害想定結果 

１ 津波による被害 

 県の地震被害想定調査結果から津波による被害を抜粋し、次に示

します。 

表 市内の津波による被害 

出典：神奈川県地震被害想定調査報告書，平成 21年 3月 
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頁 改正後 改正前 

地震 1-12 

 

 

２ 市域における最大津波高 

 市域における最大津波高について、県の津波浸水予測図から

抜粋し、次に示します。 

 

出典：神奈川県津波浸水予測図，平成 27年 2月 

２ 市域における最大津波高 

 市域における最大津波高について、県の津波浸水予測図から抜粋

し、次に示します。 

 

 

出典：神奈川県地震被害想定調査報告書，平成 21年 3月 
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第１章 地震災害対策の計画的な推進 

 第４節 地震災害対策計画策定のための条件 

頁 改正後 改正前 

地震 1-14 （略） 

 

目標 対象とする想定地震 

短期的目標 

（５か年以内） 

東海地震 

神奈川県西部地震 

南海トラフ巨大地震 

都心南部直下地震（首都直下地震） 

長期的目標 

（５か年超） 

東海地震 

大正型関東地震 

南海トラフ巨大地震 

都心南部直下地震（首都直下地震） 

 

第１～第２        （略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１～第２         （略） 
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第１章 地震災害対策の計画的な推進 

 第５節 計画の推進主体とその役割 

頁 改正後 改正前 

地震 1-15 

 

地震 1-18 

 

 

地震 1-19 

 

 

 

 

 

 

 

地震 1-22 

 

 

 

 

 

 

第１～第３        （略） 

 

第４ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１～２          （略） 

 

３ 指定地方行政機関 

（１）～（３）      （略） 

 

（４）関東農政局（神奈川支局） 

 ア           （略） 

 

（５）～（１３）     （略） 

 

４ 指定公共機関 

（１）～（９）      （略） 

 

（１０）東京電力パワーグリッド(株) （小田原支社） 

 ア～ウ         （略） 

 

（１１）～（１２）    （略） 

 

５～７          （略） 

第１～第３        （略） 

 

第４ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１～２          （略） 

 

３ 指定地方行政機関 

（１）～（３）      （略） 

 

（４）関東農政局（横浜地域センター） 

 ア           （略） 

 

（５）～（１３）     （略） 

 

４ 指定公共機関 

（１）～（９）      （略） 

 

（１０）東京電力(株) （小田原支社） 

 ア～ウ         （略） 

 

（１１）～（１２）    （略） 

 

５～７          (略) 
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第２章 都市の安全対策の向上 

 第４節 津波対策 

頁 改正後 改正前 

地震 2-5 

 

 

 

 

 

地震 2-7 

 

 

（略） 

第１～第４        （略） 

 

第５ 避難対策 

１                      （略） 

 

２ 避難体制の整備 

（略） 

<津波避難指示等の市民への伝達方法> 

  

・防災行政無線 

  ・サイレン・半鐘 

  ・広報車 

  ・市ホームページ 

  ・防災メール 

  ・テレビ神奈川データ放送 

  ・J:COMチャンネル小田原データ放送 

  ・FMおだわら 

  ・緊急速報メール 等 

 

（略） 

（略） 

第１～第４        （略） 

 

第５ 避難対策 

１                      （略） 

 

２ 避難体制の整備 

（略） 

<津波避難指示等の市民への伝達方法> 

  

・防災行政無線 

  ・サイレン・半鐘 

  ・広報車 

  ・市ホームページ 

  ・防災メール 

  ・テレビ神奈川データ放送 

  ・J:COMチャンネル小田原データ放送 

  ・FMおだわら 

  ・エリアメール 等 

 

（略） 
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第２章 都市の安全性の向上 

 第５節 崖崩れ対策等の推進 土砂災害対策 

頁 改正後 改正前 

地震 2-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市域内には、土砂災害の自然現象のなかで、土石流と急傾斜地

の崩壊のおそれがある箇所が存在するため、土砂災害のおそれの

ある箇所を市民へ周知するとともに、関係機関と密接な連絡を保

ち、土砂災害に対する意識の高揚を図り、被害の未然防止及び軽

減のための予防対策を推進します。 

 

 

第１ 土砂災害防止に向けた取り組み 

 

１ 砂防法に基づく取り組み 

 県は、「砂防法（明治 30 年 3 月 30 日法律第 29 号）」に基づき、

堰堤などの整備を推進し、土石流による被害の軽減に努めます。 

 

２ 急傾斜地法に基づく取り組み 

 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年

法律第 57 号）」第 3 条第 1 項による「急傾斜地崩壊危険区域」

として知事の指定を受けた区域においては、県が事業主体となり

急傾斜地崩壊防止工事を実施するとともに、切土や伐採等で急傾

斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれのある行為を制限

し、がけ崩れによる被害の軽減に努めます。 

 

 市は、豪雨又は地震による崖崩れ等により被害が予想される危

険区域を把握するとともに、その情報を市民に的確に伝え、市民

と行政が協力して土砂災害を回避するための安全な土地利用を促

進します。また、土地所有者等には早期避難を呼びかけ、保安措

置等の指導を行うとともに、関係機関と密接な連絡を保ち、土砂

災害の未然防止及び被害軽減のための予防対策を推進します。 

 

第１ 危険箇所の調査把握 

 

１ 崖崩れ等のおそれのある箇所の調査把握 

地震や大雨による崖崩れ、土石流等により人家に被害を及ぼす

おそれのある箇所や今後新規の住宅立地等が見込まれる区域に被

害を及ぼすおそれのある箇所を、県との連携も含め調査・把握す

るとともに、関係する土地所有者等に対し、その安全対策につい

て指導・助言をします。 

 

２ 急傾斜地崩壊危険区域の対策  

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44年法

律第 57 号）｣第 3 条第 1 項による｢急傾斜地崩壊危険区域｣として

知事の指定を受けた区域においては、県が事業主体となり急傾斜

地崩壊防止工事を実施するとともに切土や伐採等で、急傾斜地の
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頁 改正後 改正前 

地震 2-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 土砂災害防止法に基づく取り組み 

 市は、県が「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の

推進に関する法律（平成 12 年 5 月 8 日法律第 57 条）」に基づき

指定した土砂災害警戒区域等について、ハザードマップによる周

知、警戒避難体制の整備、特定の開発行為に対する許可制、建築

物の構造規制、建築物の移転勧告を図り、土砂災害による被害の

軽減に努めます。 

対象となる土砂災害のうち急傾斜地の崩壊については、傾斜度

が 30°以上で高さが 5ｍ以上の区域、急傾斜地の上端から水平

距離が 10ｍ以内の区域、急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの

2 倍以内の区域、土石流については、県の調査において渓床勾配

が 2～3°（火山砂防地域（酒匂川、狩川より西側の地域）が 2°、

その他の地域が 3°）以上の谷地形を呈する渓流を対象としま

す。 

  

 

第２ 警戒避難体制の整備 

１ 土砂災害に関する情報の収集及び伝達 

 大雨による土砂災害発生の危険度が高まり、より厳重な警戒が

必要な場合に、市の防災活動や住民の避難行動を支援するため

に、県と気象庁が共同で発表する土砂災害警戒情報のほかに、パ

トロールや市民からの通報等を収集し、必要に応じて避難準備情

報、避難勧告、避難指示を発令します。 

崩壊が助長され、又は誘発されたおそれのある行為を制限します。 

 

３ 土砂災害防止対策 

土砂災害のおそれがあり、又は建築物に損壊が生じ、市民に著

しい危害が生じるおそれのある区域については、｢土砂災害警戒区

域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12年法

律第 57号）｣による土砂災害のおそれのある区域の危険性の周知、

警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地許可制の導入、建築物の

構造規制等ソフト対策を推進します。 

対象となる土砂災害のうち急傾斜地の崩壊については、傾斜度

が 30°以上で高さが 5m 以上の区域、急傾斜地の上端から水平距

離が 10m 以内の区域、急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの 2 倍

以内の区域、土石流については、県の調査において渓床勾配が 2

～3°（火山砂防地域（酒匂川、狩川より西側の地域）が 2度、そ

の他の地域が 3°）以上の谷地形を呈する渓流を対象とします。 

  

第２ 警戒避難体制の整備 

１ 警戒避難体制の整備 

人命安全の確保を図るため、土砂災害の生じるおそれのある区

域や土砂災害警戒情報等について関係市民への周知と警戒避難体

制の確立を図り、異常降雨時における防災体制の万全を期します。 

 市は、県が指定した「土砂災害警戒区域図及び土砂災害特別警

戒区域図」をもとに土砂災害ハザードマップを作成、配付し、円
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頁 改正後 改正前 

地震 2-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難情報等は防災行政無線等により、迅速かつ正確に市民に伝

達します。 

 

２ 避難施設と避難経路 

 市は、県が指定した土砂災害警戒区域等をもとに土砂災害ハザ

ードマップを作成、配付し、避難施設の周知を図るとともに、避

難経路の検討を促し、土砂災害に対する意識の高揚を図ります。 

 

３ 防災知識の普及徹底 

 土砂災害警戒区域等の市民に対して、土砂災害の予防及び応急

対策に関する知識の普及を図ります。また、災害の予兆現象に関

する情報は、市民と情報の共有に努め、避難行動の迅速化を図り

ます。 

滑かつ迅速な避難について周知するとともに、避難経路の検討や

訓練等を通じて、土砂災害に対する意識の高揚を図ります。 

 

２ 土砂災害警戒情報の伝達 

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高ま

り、より厳重な警戒が必要な場合に、市町村の防災活動や住民の

避難行動を支援するために、県と横浜地方気象台が共同で発表す

る防災情報です。 

市域に対して発表された場合に備え、警戒避難体制、パトロー

ル、地域住民及び防災関係機関への情報伝達体制等の整備に努め

ます。 

 

３ 避難措置 

土砂災害の発生するおそれのある場合、又は急傾斜地が崩壊し、

その被害を拡大して人命に危険を及ぼすと予想される場合は、必

要に応じて避難準備情報、避難勧告又は指示を発令し、被害の未

然防止を図ります。 

 

４ 避難情報の市民への伝達 

避難情報等は、防災行政無線等の情報伝達手段により、迅速か

つ正確に市民に伝達し、周知されるよう体制の整備に努めます。 

また、その際、要配慮者には十分配慮します。 

また、異常発生時には、市民自ら的確に通報・避難ができる体
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頁 改正後 改正前 

地震 2-11 制をとるように指導します。 

 

第３ 防災知識の普及徹底 

土砂災害の特殊性から特に危険区域の市民に対して、土砂災害

の予防及び応急対策に関する知識の普及を図ります。 

また、災害の予兆現象に関する情報は、市民と情報の共有化に

努め、避難行動の迅速化を図ります。 

 

第４ 要配慮者利用施設等の土砂災害防止対策 

市は、要配慮者利用施設等を土砂災害から守るために、施設の

管理者に対して、県と協力して、危険箇所及び危険区域、避難場

所、警戒避難基準等の情報を提供し、警戒・避難体制の確立等の

防災体制の整備に努めるよう指導します。 

 

１ 土砂災害警戒区域等内における要配慮者利用施設 

 市は、土砂災害警戒区域等内の要配慮者が使用する施設を把握

し、土砂災害警戒情報等の情報及びその他避難情報等の伝達体制

を整備します。 
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第２章 都市の安全性の向上 

 第６節 ライフラインの安全対策 

頁 改正後 改正前 

地震 2-12 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第１～第２        （略） 

 

第３ 電気 

 東京電力パワーグリッド(株)では、災害に強い電力設備づくり

として、送電系統の二重三重のネットワーク化を進めています。 

 事業者は、液状化にも配慮した耐震化の推進を図るとともに、

共同溝の整備等、一層の防災性の向上に取り組みます。また、被

害を最小限にとどめ、早期復旧を可能にするため、施設の多元

化・分散化、管路の多重化等を進めるとともに、被害状況の把握、

復旧システムの充実強化、応急復旧資機材の整備等を進めます。 

 

第４～第５        （略） 

（略） 

 

第１～第２        （略） 

 

第３ 電気 

 東京電力(株)では、災害に強い電力設備づくりとして、送電系

統の二重三重のネットワーク化を進めています。 

 事業者は、液状化にも配慮した耐震化の推進を図るとともに、

共同溝の整備等、一層の防災性の向上に取り組みます。また、被

害を最小限にとどめ、早期復旧を可能にするため、施設の多元

化・分散化、管路の多重化等を進めるとともに、被害状況の把握、

復旧システムの充実強化、応急復旧資機材の整備等を進めます。 

 

第４～第５        （略） 
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第２章 都市の安全性の向上 

 第７節 液状化対策 

頁 改正後 改正前 

地震 2-14 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第１ 液状化危険地域の分布 

 県では、平成 25年度から 26年度に実施した地震被害想定調査

の中で、液状化の可能性を想定し、地震被害想定調査結果として

広く県民に情報を提供しています。 

（略） 

 

第２                      （略） 

（略） 

 

第１ 液状化危険地域の分布 

県では、平成 20年度から 21年度に実施した地震被害想定調査

の中で、液状化の可能性を想定し、地震被害想定調査結果として

広く県民に情報を提供しています。 

（略） 

 

第２                      （略） 
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第３章 災害時応急活動事前対策の充実 

 第１３節 ライフラインの応急対策 

頁 改正後 改正前 

地震 3-26 

 

 

 

 

 

 

 

第１～第２        （略） 

 

第３ 電気 

 東京電力パワーグリッド(株)では、他電力会社との相互応援体

制、各地への資材センター等への復旧用資機材の備蓄と輸送用車

両、ヘリコプター、船舶や応急復旧用の発電機車、移動用変圧器

車等の確保、非常災害対策要員の確保等の対策を進めています。 

 また、復旧過程での二次災害の発生を防止するため、被災地域

の住民に復旧状況や安全確保についての広報を徹底するととも

に、市災害対策本部等との相互の情報連絡体制を整備し、連携を

図りながら復旧するよう対策を進めます。 

 

第４～第５        （略） 

第１～第２        （略） 

 

第３ 電気 

 東京電力(株)では、他電力会社との相互応援体制、各地への資

材センター等への復旧用資機材の備蓄と輸送用車両、ヘリコプタ

ー、船舶や応急復旧用の発電機車、移動用変圧器車等の確保、非

常災害対策要員の確保等の対策を進めています。 

 また、復旧過程での二次災害の発生を防止するため、被災地域

の住民に復旧状況や安全確保についての広報を徹底するととも

に、市災害対策本部等との相互の情報連絡体制を整備し、連携を

図りながら復旧するよう対策を進めます。 

 

第４～第５        （略） 
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第４章 災害時の応急活動対策 

 第２節 救助・救急、消火及び医療救護活動 

頁 改正後 改正前 

地震 4-16 

 

 

 

地震 4-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第１ 救助・救急、消火活動 

１                        （略） 

 

２ 消火活動 

（略） 

（１）           (略) 

 

（２）初動体制の確立 

（略） 

ア 消防部の措置等 

（ア）消防統括本部の開設 

(略) 

（イ）指令通信体制の確立 

  消防指令センターは、通信施設の機能試験を行い、指令、通

信体制の確立にあたります。 

 

（ウ）～（エ）      （略） 

 

イ 消防部隊の措置 

（ア）～（イ）      （略） 

（略） 

第１ 救助・救急、消火活動 

１                        （略） 

 

２ 消火活動 

（略） 

（１）           (略) 

 

（２）初動体制の確立 

（略） 

ア 消防部の措置等 

（ア）消防統括本部の開設 

(略) 

（イ）指令通信体制の確立 

  通信指令室は、通信施設の機能試験を行い、指令、通信体制

の確立にあたります。 

 

（ウ）～（エ）      （略） 

 

イ 消防部隊の措置 

（ア）～（イ）      （略） 



23 

 

23 

 

頁 改正後 改正前 

地震 4-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震 4-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）通信連絡体制の確立 

  消防隊、救急隊、救助隊等は、消防指令センターの指示によ

り通信設備の機能試験を行い、通信連絡体制の確立にあたりま

す。 

 

（エ）         （略） 

 

ウ           （略） 

 

（３）～（４）     （略） 

 

（５）無線通信の運用 

（略） 

 

ア           （略） 

 

イ 無線統制 

  消防指令センターは、通信の有効活用を図るため、必要に応

じて無線通信の統制を行います。 

 

（６）～（７）     （略） 

 

３           （略） 

 

（ウ）通信連絡体制の確立 

  消防隊、救急隊、救助隊等は、通信指令室の指示により通信

設備の機能試験を行い、通信連絡体制の確立にあたります。 

 

 

（エ）         （略） 

 

ウ           （略） 

 

（３）～（４）     （略） 

 

（５）無線通信の運用 

（略） 

 

ア           （略） 

 

イ 無線統制 

  通信指令室は、通信の有効活用を図るため、必要に応じて無

線通信の統制を行います。 

 

（６）～（７）     （略） 

 

３           （略） 
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第４章 災害時の応急活動対策 

 第９節 ライフラインの応急復旧対策 

頁 改正後 改正前 

地震 4-63 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第１～第２        （略） 

 

第３ 電力施設 

 東京電力パワーグリッド(株)は、災害により電力施設に被害が

あった場合は、被害状況を早期に把握し、通電火災等の二被災害

の発生を防止し、速やかに応急復旧を行い、電力供給施設として

の機能を維持します。 

 

１～３          （略） 

 

第４～第５        （略） 

（略） 

 

第１～第２        （略） 

 

第３ 電力施設 

 東京電力 (株)は、災害により電力施設に被害があった場合は、

被害状況を早期に把握し、通電火災等の二被災害の発生を防止

し、速やかに応急復旧を行い、電力供給施設としての機能を維持

します。 

 

１～３          （略） 

 

第４～第５        （略） 
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第２編 風水害対策計画 

第２章 災害に強いまちづくり 

  第３節 治水対策 

頁 改正後 改正前 

風水害 2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風水害 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 近年、土地利用形態が大きく変化し、本来流域の持っている補

水・遊水機能の減少に伴い、都市型水害が増加しています。また、

全国的には集中豪雨が増加し、公共用水域に排除することが困難

な低地帯では、雨水出水（内水）による浸水被害が生じているた

め、市では予防対策の推進を図ります。 

 

第１、第２       （略） 

 

１～５         （略） 

 

６ 浸水想定区域内における地下街等の避難体制の整備 

（１）浸水想定区域内における地下街等 

市は、浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者に対

し、洪水予報、特別警戒水位（氾濫危険水位）等の水位情報及

びその他避難情報等の伝達体制を整備します。 

洪水時の円滑な避難を確保する必要があると認められる地

下街等の範囲については、次のとおりとします。 

 

ア 延べ面積が 1,000㎡以上の地下街 

イ 地階の床面積の合計が 5,000㎡以上の防火対象物（ただし

近年、土地利用形態が大きく変化し、本来流域の持っている補

水・遊水機能の減少に伴い、都市型水害が増加しています。また、

全国的には集中豪雨が増加し、公共用水域に排除することが困難

な低地帯では、内水による浸水被害が生じているため、市では予

防対策の推進を図ります。 

 

第１、第２       （略） 

 

１～５         （略） 

 

６ 浸水想定区域内における要配慮者が利用する施設の避難体

制の整備 

（１）浸水想定区域内における要配慮者利用施設 

  市は、浸水想定区域内の要配慮者が入居する施設を把握し、 

洪水予報、特別警戒区域（避難判断水位）等の水位情報及びそ

の他避難情報等の伝達体制を整備します。 

（略） 

 

（２）         （略） 
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頁 改正後 改正前 

風水害 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設関係者のみが利用する施設は除く） 

ウ その他市長が必要と認めるもの。 

   

（２）伝達方法 

  地下街等への伝達方法は、以下のとおりとします。 

 

市 → 産業対策部 → 地下街等 

 

７ 浸水想定区域内における要配慮者が利用する施設の避難体

制の整備 

（１）浸水想定区域内における要配慮者利用施設 

  市は、浸水想定区域内の要配慮者が入居する施設を把握し、

洪水予報、特別警戒区域（氾濫危険水位）等の水位情報及びそ

の他避難情報等の伝達体制を整備します。 

（略） 

 

（２）伝達方法 

  要配慮者利用施設への伝達方法は、以下のとおりとします。 

 

市 → 福祉救援部 → 要配慮者利用施設 

 

８ 浸水想定区域内における大規模工場等の浸水防止対策 

（１）浸水想定区域内における大規模工場等 
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頁 改正後 改正前 

風水害 2-3 

 

市は、浸水想定区域内の大規模工場等の所有者又は管理者に

対し、洪水予報、特別警戒水位（氾濫危険水位）等の水位情報

及びその他避難情報等の伝達体制を整備します。 

洪水時における浸水防止のための措置を行う必要がある大

規模工場等の用途及び規模は、次のとおりとします。 

   

ア 用途 工場、作業場及び倉庫 

イ 規模延べ面積が１０，０００平方メートル以上 

※ 小田原市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施

設の用途及び規模を定める条例による 

 

（２）伝達方法 

  大規模工場等への伝達方法は、以下のとおりとします。 

 

市 → 産業対策部 → 大規模工場等 
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第２章 災害に強いまちづくり 

 第７節 高潮対策 

頁 改正後 改正前 

風水害 2-7 

 

風水害 2-9 

第１           （略） 

 

第２ 高潮対策の推進 

横浜地方気象台では、高潮に注意・警戒が必要な時間帯を、可

能な限り日時を明示して提供するとともに、高潮の程度を表現す

る際には、従来からの県内における東京湾平均海面上の予想だけ

でなく、過去の観測記録を示す等、きめ細かい高潮の予測情報を

提供しています。 

市は、高潮や高波による被害が予想される場合は、市民や漁業

関係者に対して避難体制の万全を期するとともに、防潮堤及び防

波施設等の整備を県とともに推進します。 

第１           （略） 

 

第２ 高潮対策の推進 

現在、小田原漁港海岸（御幸の浜海岸周辺）で浸食防止対策と

して、人工リーフの整備を県で進めています。 

また、横浜地方気象台では、高潮に注意・警戒が必要な時間帯

を、可能な限り日時を明示して提供するとともに、高潮の程度を

表現する際には、従来からの県内における東京湾平均海面上の予

想だけでなく、過去の観測記録を示す等、きめ細かい高潮の予測

情報を提供しています。 

市は、高潮や高波による被害が予想される場合は、市民や漁業

関係者に対して避難体制の万全を期するとともに、防潮堤及び防

波施設等の整備を県とともに推進します。 
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第２章 災害に強いまちづくり 

 第１０節 崩壊危険地等の災害防止 土砂災害対策 

頁 改正後 改正前 

風水害 2-12 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 土砂災害防止に向けた取り組み 

第１編 地震災害対策計画 第２章第５節「第１ 土砂災害防

止に向けた取り組み」を準用します。 

 

第２ 警戒避難体制の整備 

第１編 地震災害対策計画 第２章第５節「第２ 警戒避難体

制の整備」を準用します。 

 

第３ 要配慮者利用施設等の土砂災害防止対策 

市は、要配慮者利用施設等を土砂災害から守るために、施設の

管理者に対して、県と協力して、危険箇所及び危険区域、避難場

所、警戒避難基準等の情報を提供し、警戒・避難体制の確立等の

防災体制の整備に努めるよう指導します。 

 

１ 土砂災害警戒区域等内における要配慮者利用施設 

 市は、土砂災害警戒区域等内の要配慮者が使用する施設を把握

し、土砂災害警戒情報等の情報及びその他避難情報等の伝達体制

を整備します。 

 第１編 地震災害対策計画 第２章「第５節 崖崩れ対策等の

推進」を準用します。 
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第２章 災害に強いまちづくり 

 第１３節 建築物の安全確保 

頁 改正後 改正前 

風水害 2-14 

 

 

 

 

 

 

 

 強風等による建築物の外装等の剥離や、落下により通行人等に

危害を及ぼす場合もあります。 

 また、近年、１時間あたり 100mmを超す集中豪雨が増加し、雨

水出水（内水）による浸水で住宅やビルの地下施設等に大きな被

害が生じており、これらの浸水対策が必要となっています。 

             （略） 

 

第１～第３        （略） 

強風等による建築物の外装等の剥離や、落下により通行人等に危

害を及ぼす場合もあります。 

 また、近年、１時間あたり 100mmを超す集中豪雨が増加し、内

水氾濫による浸水で住宅やビルの地下施設等に大きな被害が生

じており、これらの浸水対策が必要となっています。 

             （略） 

 

第１～第３        （略） 
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第４章 災害時の応急活動対策 

 第２節 水防対策 

頁 改正後 改正前 

風水害 4-9 

 

 

 

風水害 4-11 

（略） 

 

第１～第２        （略） 

 

第３ 水防活動 

１            （略） 

２ 水防活動の開始基準 

 水防活動を開始する基準は、おおむね次のとおりです。 

<水防活動の開始基準> 

  

１ 水路等の雨水出水（内水）のおそれがあるとき。 

 ２～７         （略） 

 

３～５          （略） 

 

第４           （略） 

（略） 

 

第１～２         （略） 

 

第３ 水防活動 

１            （略） 

２ 水防活動の開始基準 

 水防活動を開始する基準は、おおむね次のとおりです。 

<水防活動の開始基準> 

  

１ 水路等の内水氾濫のおそれがあるとき。 

 ２～７         （略） 

 

３～５          （略） 

 

第４           （略） 
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第４章 災害時の応急活動対策 

 第５節 避難対策 

頁 改正後 改正前 

風水害 4-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第１ 避難勧告・指示等 

１            （略） 

 

２ 避難準備情報、避難の勧告及び指示の発令基準 

（略） 

 

表 避難の判断基準 

被害拡大要因 判断基準 

① 洪水 
河川が氾濫危険水位を突破する等、洪水のおそ

れがあるとき（資料 5-7参照） 

②～⑤ （略） 

 

（略） 

第１ 避難勧告・指示等 

１            （略） 

 

２ 避難準備情報の発表、避難の勧告及び指示の発令基準 

（略） 

 

表 避難の判断基準 

被害拡大要因 判断基準 

① 洪水 
河川が避難判断水位を突破する等、洪水のおそ

れがあるとき（資料 5-7参照） 

②～⑤ （略） 
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頁 改正後 改正前 

風水害 4-15 

 

図 水位情報と避難行動等との関連 

 

図 水位情報と避難行動等との関連 

  

 

 

 



34 

 

34 

 

第３編 特殊災害対策計画 

第１章 火山災害対策 

頁 改正後 改正前 

特殊 1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

１ 箱根山の概要 

 箱根山は、今からおよそ４０万年前に活動を始めたと考えられる

比較的古い火山です。その後の度重なる噴火活動により、変化に富

んだ地形が作りだされ、美しい稜線、湖、湿原などが生まれました。

地下のマグマから発せられる熱によって、大涌谷など中央火山丘の

一部で噴気が濛々と上がり、山麓のあちらこちらで、火山の恵みと

して良質な温泉が湧きだしています。 

 一方で、現在も活動を続ける活火山であり、直近では１２世紀か

ら１３世紀の鎌倉時代に大涌谷付近で３回の水蒸気噴火が起きた

ことが近年の研究でわかってきています。これを最後に大規模な噴

火は起こっていませんが、その後も小規模な活動は度々あったと考

えられ、１９６８年に神奈川県温泉地学研究所が観測を始めて以

降、幾度となく活動を活発化させており、大涌谷と湯ノ花沢では、

過去に火山ガスによる事故で死者が出ています。 

 ２０１５年４月下旬から火山性地震が増え始め、箱根山全体の膨

張傾向が認められたことを受け、同年５月６日、気象庁は、火口周

辺警報を発表し、箱根山に噴火警戒レベルが導入されてから初め

て、噴火警戒レベル２に引き上げました。さらに、同年６月３０日、

大涌谷でごく小規模な噴火の発生を受けて、気象庁では噴火警戒レ

（略） 

 

１ 箱根山の概要 

 箱根山は、いくつかの成層火山と単成火山からなる複成火山で

す。 

箱根火山は噴火の歴史記録はありませんが、地質調査により 12

～13 世紀頃に 3 回ほど小規模な水蒸気爆発があったことが最近

の研究で明らかになっています。その他、火山災害としては大涌

谷、早雲山、湯ノ花沢、硫黄山の 4つの噴気地帯での噴気活動が

あげられます。大涌谷と湯ノ花沢では過去に火山ガスによる事故

で死者が出ています。 

気象庁では、箱根山の噴火警戒レベルは「1（平常）」としてお

り、県温泉地学研究所において監視・観測が行われています。最

近では特に 2001 年の活動が活発であり、無感地震を含めて、約

半年間にわたって、約 16,000回の地震が観測されました。 
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頁 改正後 改正前 

特殊 1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベルを３に引き上げました。大涌谷の斜面には新たな火口が形成さ

れ、活発に噴気が噴出するなど、観測史上最も活発な火山活動とな

りました。同年８月下旬には地震活動の低下と地殻変動の停滞が認

められたことから、同年９月１１日に噴火警戒レベル２へ引き下

げ、その後、地震活動がほぼ活動開始以前の状態に戻ったことから、

同年１１月２０日に、噴火警戒レベル１（活火山であることに留意）

に引き下げられました。大涌谷周辺の想定火口域では、緩やかな低

下傾向はみられるものの、噴気活動が活発なところがあります。 

 

 

２ 富士山の概要 

 富士山は、小御岳（こみたけ）・古富士の両火山上に生成した成

層火山で、側火山が約 100 個あります。標高 2,450m 以上は露岩地

帯で、風食作用が著しく、特に西斜面は崩壊が激しくなっており、

「大沢崩れ」として知られています。 

近年では２０００～２００１年の深部低周波地震が多発、２０１

１年３月１５日には静岡県東部（富士山の南部付近）でＭ６．４の

地震が発生し、その後も地震活動は低下しつつも継続しています。 

気象庁では、富士山の噴火警戒レベルは「1（活火山であること

に留意）」としており、気象庁等において監視・観測が行われてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 富士山の概要 

 富士山は、小御岳（こみたけ）・古富士の両火山上に生成した

成層火山で、側火山が約 100 個あります。標高 2,450m 以上は露

岩地帯で、風食作用が著しく、特に西斜面は崩壊が激しくなって

おり、「大沢崩れ」として知られています。 

 気象庁では富士山の噴火警戒レベルは「1（平常）」としており、

気象庁等において監視・観測が行われています。 
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第１章 火山災害対策 

 第１節 災害予防 

頁 改正後 改正前 

特殊 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 火山情報の伝達体制等 

１ 噴火警報等の発表 

（略） 

（１）          （略） 

 

（２）噴火予報 

 火山活動が静穏（活火山であることに留意）な状態が予想される

場合に発表されます。また、噴火警報の解除は、噴火予報で発表さ

れます。 

 

（３）噴火警戒レベル 

 噴火警戒レベルとは、火山活動の状況を噴火時等の危険範囲や市

民等がとるべき防災行動を踏まえて 5段階に区分したものです。 

  

市民や登山者・入山者等に必要な防災対応が分かりやすいよう

に、各区分にそれぞれ「避難」「避難準備」「火口周辺規制」「活火

山であることに留意」のキーワードがつけられています。 

 

表 噴火警戒レベル表 

 

第１ 火山情報の伝達体制等 

１ 噴火警報等の発表 

（略） 

（１）          （略） 

 

（２）噴火予報 

 火山活動が静穏（平常）な状態が予想される場合に発表されま

す。また、噴火警報の解除は、噴火予報で発表されます。 

 

 

（３）噴火警戒レベル 

 噴火警戒レベルとは、火山活動の状況を噴火時等の危険範囲や

市民等がとるべき防災行動を踏まえて 5 段階に区分したもので

す。 

 市民や登山者・入山者等に必要な防災対応が分かりやすいよう

に、各区分にそれぞれ「避難」「避難準備」「火口周辺規制」「平

常」のキーワードがつけられています。 

 

表 噴火警戒レベル表 
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頁 改正後 改正前 

特殊 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 富士山の噴火警戒レベル 

表 富士山の噴火警戒レベル 

平成 19年 12月運用開始 
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頁 改正後 改正前 

特殊 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 箱根山の噴火警戒レベル 

表 箱根山の噴火警戒レベル 

平成 21年 3月運用開始 
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頁 改正後 改正前 

特殊 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 ここでいう「大きな噴石」とは、主として風の影響を受けずに

弾道を描いて飛散するものとする。 
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頁 改正後 改正前 

特殊 1-3 

 

 

 

（４）～（５）      （略） 

 

２            （略） 

 

第２           （略） 

 

 

 

 



41 

 

41 

 

用語集 

頁 改正後 改正前 

用語 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語 6 

あ行 

一時避難場所 （略） 

雨水出水（内水） 大雨等により排水が追い付かず、用・排水

路などがあふれて氾濫したり、本流の増水

や高潮によって、支流の排水が阻まれたり

して起こる災害のことをいいます。 

液状化現象 （略） 

エコノミークラス症候群 （略） 

MCA（エムシーエー）無線 （略） 

応急危険度判定 （略） 

 

 

 

な行 

軟弱地盤 

（なんじゃくじばん） 
（略） 

 

あ行 

一時避難場所 （略） 

液状化現象 （略） 

エコノミークラス症候群 （略） 

MCA（エムシーエー）無線 （略） 

応急危険度判定 （略） 

 

 

 

 

 

 

な行 

内水氾濫 

（ないすいはんらん） 
（略） 

軟弱地盤 

（なんじゃくじばん） 
（略） 

 

 

 


